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(57)【要約】
　【課題】雨水等がランプハウジングとレンズとの接合
部に進入するのを抑制することができるヘッドランプと
燃料タンクの支持構造を提供する。
　【解決手段】ヘッドランプ支持体１にヘッドランプ２
が取り付けられ、ヘッドランプ２はランプハウジング３
の前部にレンズ４を取り付けて構成され、このヘッドラ
ンプ２の後方に燃料タンク５が配置され、この燃料タン
ク５から前方に取付フランジ６が突出され、この取付フ
ランジ６がヘッドランプ支持体１に固定された、ヘッド
ランプと燃料タンクの支持構造であって、ランプハウジ
ング３とレンズ４との接合部７のうち、ヘッドランプ天
井壁８に形成された接合部天井壁部分９の少なくとも一
部が、燃料タンク５の取付フランジ６よりも高い位置に
配置されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料
タンクの支持構造。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドランプ支持体(１)にヘッドランプ(２)が取り付けられ、ヘッドランプ(２)はラン
プハウジング(３)の前部にレンズ(４)を取り付けて構成され、このヘッドランプ(２)の後
方に燃料タンク(５)が配置され、この燃料タンク(５)から前方に取付フランジ(６)が突出
され、この取付フランジ(６)がヘッドランプ支持体(１)に固定された、ヘッドランプと燃
料タンクの支持構造であって、
　ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、ヘッドランプ天井壁(８)に
形成された接合部天井壁部分(９)の少なくとも一部が、燃料タンク(５)の取付フランジ(
６)よりも高い位置に配置されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支
持構造。
【請求項２】
　請求項１に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ヘッドランプ支持体(１)が枠体(１０)を備え、枠体(１０)が横向きの上枠部(１１)と立
向きの左右の横側枠部(１２)(１２)とを備え、
　上枠部(１１)にタンク固定手段(１３)で、燃料タンク(５)の取付フランジ(６)が固定さ
れている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項３】
　請求項２に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左右のヘッドランプ横側壁
(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の少なくとも上半部が、
正面前方から見て、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よりも外寄り
に配置されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左右のヘッドランプ横側壁
(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の少なくとも下半部が、
ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よりも前寄りに配置されている、
ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項５】
　請求項２から請求項４のいずれかに記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造に
おいて、
　接合部天井壁部分(９)が上枠部(１１)の真上に配置され、ランプハウジング(３)がヘッ
ドランプ支持体(１)の枠内を貫通している、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンク
の支持構造。
【請求項６】
　請求項５に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)は後に向かって下り傾斜し、ラ
ンプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左右のヘッドランプ横側壁(１
４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)は前に向かって下り傾斜している
、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造に
おいて、
　接合部天井壁部分(９)がランプハウジング(３)とレンズ(４)との嵌合部(１６)で構成さ
れ、この嵌合部(１６)の嵌合隙間(１７)の外側入口(１８)が嵌合隙間(１７)の前部に形成
されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項８】
　請求項７に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　嵌合部(１６)がランプハウジング(３)に形成された嵌合溝(２０)とレンズ(４)に形成さ
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れた嵌入部分(２２)とからなり、嵌合溝(２０)の溝入口(２３)が嵌合溝(２０)の前端で開
口され、この溝入口(２３)からレンズ(４)の嵌入部分(２２)が後向きに嵌入されている、
ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造に
おいて、
　接合部天井壁部分(９)の接合隙間(２４)の外側入口(２５)の後方で、ヘッドランプ天井
壁(８)から上向きに立壁(２６)が設けられ、
　この立壁(２６)がヘッドランプ天井壁(８)に沿って横方向に連続形成されている、こと
を特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１０】
　請求項９に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ヘッドランプ天井壁(８)の左右の横寄り部分(２７)(２７)がその中央部分(２８)よりも
高い位置まで隆起し、接合部天井壁部分(９)の左右の横寄り部分(２９)(２９)がその中央
部分(３０)よりも高く配置され、隆起したヘッドランプ天井壁(８)の左右の横寄り部分(
２７)(２７)の間に立壁(２６)が配置されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料
タンクの支持構造。
【請求項１１】
　請求項１０に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ヘッドランプ天井壁(８)の左右の横寄り部分(２７)(２７)に立壁(２６)の左右両側が連
結されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１２】
　請求項９から請求項１１のいずれかに記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造
において、
　立壁(２６)に上カバー固定手段(３１)で上カバー(３２)が固定され、この上カバー(３
２)で接合部天井壁部分(９)と上カバー固定手段(３１)とがその前方と上方から覆われ、
　上カバー(３２)の下縁(３３)がヘッドランプ天井壁(８)に沿っている、ことを特徴とす
るヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１３】
　請求項１２に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　上カバー(３２)の後縁(３４)が燃料タンク(５)の前面(３５)に沿っている、ことを特徴
とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれかに記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造
において、
　ヘッドランプ(２)に下カバー固定手段(３６)で下カバー(３７)が固定され、ランプハウ
ジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、ヘッドランプ底壁(４０)に形成された接
合部底壁部分(３８)と下カバー固定手段(３６)とがその前方と下方から下カバー(３７)で
覆われ、
　下カバー(３７)の上縁(３９)がヘッドランプ底壁(４０)に沿っている、ことを特徴とす
るヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１５】
　請求項１４に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　レンズ(４)の前壁(４１)の下半部が前方に突出する凸状湾曲面とされている、ことを特
徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１５に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　ヘッドランプ(２)と燃料タンク(５)とがヘッドランプ支持体(１)を介してエンジン(４
２)に支持されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１７】
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　請求項１６に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　エンジン(４２)はクランクケース(４３)の後方にシリンダ部(４４)が配置された横形エ
ンジンで、燃料タンク(５)はクランクケース(４３)の真上に配置され、ヘッドランプ(２)
は燃料タンク(５)の前方に配置されている、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンク
の支持構造。
【請求項１８】
　請求項１７に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　エンジン(４２)は、シリンダ部(４４)の真上にエンジン冷却水のラジエータ(４５)を取
り付けた水冷エンジンである、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【請求項１９】
　請求項１７に記載されたヘッドランプと燃料タンクの支持構造において、
　エンジン(４２)は、シリンダ部(４４)の真上にエンジン冷却水のホッパー(５９)を取り
付けた水冷エンジンである、ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドランプと燃料タンクの支持構造に関し、詳しくは、雨水等がランプハ
ウジングとレンズとの接合部に進入するのを抑制することができるヘッドランプと燃料タ
ンクの支持構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のヘッドランプと燃料タンクの支持構造として、ヘッドランプ支持体にヘッドラン
プが取り付けられたものがある(例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　しかし、従来の技術では、ヘッドランプが枠体で構成されたヘッドランプ支持体の内部
に収容されているため、問題がある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２１７０２８号公報(図１、図２参照)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来技術では、次の問題が生じる。
　《問題》　雨水等がランプハウジングとレンズとの接合部に進入しやすい。
　ヘッドランプが枠体で構成されたヘッドランプ支持体の内部に収容されているため、降
雨時に雨水がヘッドランプ支持体に導かれると、この雨水がヘッドランプ支持体からラン
プハウジングとレンズとの接合部に落下し、接合部に進入しやすい。また、給油時にこぼ
した燃料がヘッドランプ支持体に導かれると、この燃料がランプハウジングとレンズとの
接合部に落下し、接合部に進入するおそれもある。
　雨水や燃料がランプハウジングとレンズとの接合部に進入すると、この接合部にシール
材や接着剤が用いられている場合には、これらの劣化や膨潤が生じる。また、雨水や燃料
がランプハウジング内にまで進入すると、レンズの曇り等を引き起こすおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解決することができるヘッドランプと燃料タンクの支持構造、
すなわち、雨水等がランプハウジングとレンズとの接合部に進入するのを抑制することが
できるヘッドランプと燃料タンクの支持構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明の発明特定事項は、次の通りである。
　図２(Ａ)に例示するように、ヘッドランプ支持体(１)にヘッドランプ(２)が取り付けら
れ、ヘッドランプ(２)はランプハウジング(３)の前部にレンズ(４)を取り付けて構成され
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、このヘッドランプ(２)の後方に燃料タンク(５)が配置され、この燃料タンク(５)から前
方に取付フランジ(６)が突出され、この取付フランジ(６)がヘッドランプ支持体(１)に固
定された、ヘッドランプと燃料タンクの支持構造であって、
　図１(Ａ)、図２(Ａ)(Ｂ)、図３に例示するように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)
との接合部(７)のうち、ヘッドランプ天井壁(８)に形成された接合部天井壁部分(９)の少
なくとも一部が、燃料タンク(５)の取付フランジ(６)よりも高い位置に配置されている、
ことを特徴とするヘッドランプと燃料タンクの支持構造。
【発明の効果】
【０００８】
　（請求項１に係る発明）
　《効果》　雨水等がランプハウジングとレンズとの接合部に進入するのを抑制すること
ができる。
　図１(Ａ)、図２(Ａ)(Ｂ)、図３に例示するように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)
との接合部(７)のうち、ヘッドランプ天井壁(８)に形成された接合部天井壁部分(９)の少
なくとも一部が、燃料タンク(５)の取付フランジ(６)よりも高い位置に配置されているの
で、降雨時に雨水が燃料タンク(５)の壁を伝って取付フランジ(６)やヘッドランプ支持体
(１)に導かれても、雨水がランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)に進入する
のを抑制することができる。また、給油時にこぼした燃料が燃料タンク(５)の壁を伝って
取付フランジ(６)やヘッドランプ支持体(１)に導かれても、燃料がランプハウジング(３)
とレンズ(４)との接合部(７)に進入するのを抑制することができる。
【０００９】
　（請求項２に係る発明）
　請求項１に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　簡単な構造のヘッドランプ支持体で燃料タンクの支持を行うことができる。
　図１(Ａ)に例示するように、ヘッドランプ支持体(１)が枠体(１０)を備え、枠体(１０)
が横向きの上枠部(１１)と立向きの左右の横側枠部(１２)(１２)とを備え、図１(Ａ)、図
２(Ａ)(Ｂ)、図３に例示するように、上枠部(１１)にタンク固定手段(１３)で、燃料タン
ク(５)の取付フランジ(６)が固定されているので、簡単な構造のヘッドランプ支持体(１)
で燃料タンク(５)の支持を行うことができる。
【００１０】
　（請求項３に係る発明）
　請求項２に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図１(Ａ)に例示するように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち
、左右のヘッドランプ横側壁(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(
１５)の少なくとも上半部が、正面前方から見て、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側
枠部(１２)(１２)よりも外寄りに配置されているので、ヘッドランプ支持体(１)の左右の
横側枠部(１２)(１２)を伝う雨水や燃料が、左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の上半
部に侵入しにくい。このため、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨
水等の進入抑制機能が高い。
【００１１】
　（請求項４に係る発明）
　請求項２または請求項３に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ａ)に例示するように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち
、左右のヘッドランプ横側壁(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(
１５)の少なくとも下半部が、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よ
りも前寄りに配置されているので、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１
２)を伝う雨水や燃料が、左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の下半部に侵入しにくい
。このため、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨水等の進入抑制機
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能が高い。
【００１２】
　（請求項５に係る発明）
　請求項２から請求項４のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ヘッドランプのレンズがヘッドランプ支持体の前方に突出する寸法を小さく
することができる。
　図２(Ａ)、図３に例示するように、接合部天井壁部分(９)が上枠部(１１)の真上に配置
され、ランプハウジング(３)がヘッドランプ支持体(１)の枠内を貫通しているので、ヘッ
ドランプ(２)のレンズ(４)がヘッドランプ支持体(１)の前方に突出する寸法を小さくする
ことができる。
【００１３】
　（請求項６に係る発明）
　請求項５に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ａ)に例示するように、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)は
後に向かって下り傾斜し、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左
右のヘッドランプ横側壁(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)は前に
向かって下り傾斜しているので、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)の左
右の接合部横側壁部分(１５)(１５)は下に行くほど、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横
側枠部(１２)(１２)から遠ざかり、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１
２)を伝う雨水や燃料が、左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の下半部に侵入しにくい
。このため、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨水等の進入抑制機
能が高い。
【００１４】
　（請求項７に係る発明）
　請求項１から請求項６のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ｂ)に例示するように、接合部天井壁部分(９)がランプハウジング(３)とレンズ(
４)との嵌合部(１６)で構成され、この嵌合部(１６)の嵌合隙間(１７)の外側入口(１８)
が嵌合隙間(１７)の前部に形成されているので、燃料タンク(５)の取付フランジ(６)から
前向きに流れ出す雨水等が嵌合隙間(１７)に進入しにくい。このため、ランプハウジング
(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨水等の進入抑制機能が高い。
【００１５】
　（請求項８に係る発明）
　請求項７に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　接合部天井壁部分からヘッドランプ内への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ｂ)に例示するように、嵌合部(１６)がランプハウジング(３)に形成された嵌合溝
(２０)とレンズ(４)に形成された嵌入部分(２２)とからなり、嵌合溝(２０)の溝入口(２
３)が嵌合溝(２０)の前端で開口され、この溝入口(２３)からレンズ(４)の嵌入部分(２２
)が後向きに嵌入されているので、接合部天井壁部分(９)の嵌合隙間(１７)がラビリンス
状に形成され、この嵌合隙間(１７)を雨水等が通過しにくく、接合部天井壁部分(９)から
ヘッドランプ(２)内への雨水等の進入抑制機能が高い。
【００１６】
　（請求項９に係る発明）
　請求項１から請求項８のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ｂ)に例示するように、接合部天井壁部分(９)の接合隙間(２４)の外側入口(２５)
の後方で、ヘッドランプ天井壁(８)から上向きに立壁(２６)が設けられ、図４(Ａ)(Ｂ)、
図５、図６(Ａ)(Ｂ)に例示するように、この立壁(２６)がヘッドランプ天井壁(８)に沿っ
て横方向に連続形成されているので、燃料タンク(５)側からランプハウジング(３)とレン
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ズ(４)との接合部(７)の外側入口(２５)に近づこうとする雨水や燃料は、立壁(２６)に遮
られ、ヘッドランプ(２)の接合部天井壁部分(９)に形成された接合隙間(２４)には侵入し
にくい。このため、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨水等の進入
抑制機能が高い。
【００１７】
　《効果》　ヘッドランプ天井壁の強度が高まる。
　図２(Ｂ)に例示するように、ヘッドランプ天井壁(８)から上向きに立壁(２６)が設けら
れ、図４(Ａ)(Ｂ)、図５(Ａ)、図６(Ａ)(Ｂ)に例示するように、この立壁(２６)がヘッド
ランプ天井壁(８)に沿って横方向に連続形成されているので、この立壁(２６)がリブとな
り、ヘッドランプ天井壁(８)の強度が高まる。
【００１８】
　（請求項１０に係る発明）
　請求項９に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図４(Ａ)(Ｂ)、図５(Ａ)、図６(Ａ)(Ｂ)に例示するように、ヘッドランプ天井壁(８)の
左右の横寄り部分(２７)(２７)がその中央部分(２８)よりも高い位置まで隆起し、接合部
天井壁部分(９)の左右の横寄り部分(２９)(２９)がその中央部分(３０)よりも高く配置さ
れ、隆起したヘッドランプ天井壁(８)の左右の横寄り部分(２７)(２７)の間に立壁(２６)
が配置されているので、燃料タンク(５)の壁を伝って取付フランジ(６)に導かれた雨や燃
料は、接合部天井壁部分(９)の左右の横寄り部分(２７)(２７)へはその高さにより、中央
部分(２８)へは立壁(２６)により、それぞれ進入が抑制される。このため、ランプハウジ
ング(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨水等の進入抑制機能が高い。
【００１９】
　（請求項１１に係る発明）
　請求項１０に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ヘッドランプ天井壁の強度が高まる。
　図４(Ａ)(Ｂ)、図５(Ａ)、図６(Ａ)(Ｂ)に例示するように、ヘッドランプ天井壁(８)の
左右の横寄り部分(２７)(２７)に立壁(２６)の左右両側が連結されているので、ヘッドラ
ンプ天井壁(８)の左右の横寄り部分(２７)(２７)と中央部分(３０)とが立壁(２６)を介し
て連結され、ヘッドランプ天井壁(８)の強度が高まる。
【００２０】
　（請求項１２に係る発明）
　請求項９から請求項１１のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　接合部天井壁部分と上カバー固定手段への雨水の進入が抑制される。
　図２(Ａ)(Ｂ)に例示するように、立壁(２６)に上カバー固定手段(３１)で上カバー(３
２)が固定され、この上カバー(３２)で接合部天井壁部分(９)と上カバー固定手段(３１)
とがその前方と上方から覆われているので、上カバー(３２)で降雨が遮られ、接合部天井
壁部分(９)と上カバー固定手段(３１)への雨水の進入が抑制される。
【００２１】
　《効果》　接合部天井壁部分と上カバー固定手段への雨水の進入抑制機能が高い。
　図２(Ａ)(Ｂ)に例示するように、立壁(２６)に上カバー固定手段(３１)で上カバー(３
２)が固定され、図２(Ａ)(Ｂ)、図５(Ｂ)に例示するように、上カバー(３２)の下縁(３３
)がヘッドランプ天井壁(８)に沿っているので、ヘッドランプ天井壁(８)に対して上カバ
ー(３２)を正確に位置決めし、上カバー(３２)の下縁(３３)とヘッドランプ天井壁(８)と
の隙間を小さく設定することができ、この隙間から上カバー(３２)内に雨水が進入するの
を抑制することができる。このため、接合部天井壁部分(９)と上カバー固定手段(３１)へ
の雨水の進入抑制機能が高い。
【００２２】
　（請求項１３に係る発明）
　請求項１２に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
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　《効果》　ランプハウジングとレンズとの接合部への雨水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ａ)(Ｂ)、図３に例示するように、上カバー(３２)の後縁(３４)が燃料タンク(５)
の前面(３５)に沿っているので、上カバー(３２)の後縁(３４)と燃料タンク(５)の前面(
３５)との隙間を小さく設定することにより、燃料タンク(５)の天上壁(４７)から前面(３
５)に流れ落ちようとする雨水や燃料が上カバー(３２)で遮られる。このため、ランプハ
ウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)への雨水等の進入抑制機能が高い。
【００２３】
　（請求項１４に係る発明）
　請求項１から請求項１３のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　接合部底壁部分と下カバー固定手段への泥水等の進入が抑制される。
　図２(Ａ)(Ｃ)に例示するように、接合部底壁部分(３８)と下カバー固定手段(３６)とが
その前方と下方から下カバー(３７)で覆われているので、ヘッドランプ(２)と燃料タンク
(５)とを搭載した機械の車輪等によって跳ね上げられた泥水等が下カバー(３７)で遮られ
、接合部底壁部分(３８)と下カバー固定手段(３６)への泥水等の進入が抑制される。
【００２４】
　《効果》　接合部底壁部分と下カバー固定手段への泥水等の進入抑制機能が高い。
　図２(Ａ)(Ｃ)に例示するように、ヘッドランプ(２)に下カバー固定手段(３６)で下カバ
ー(３７)が固定され、図２(Ａ)(Ｃ)、図５(Ｂ)に例示するように、カバー(３７)の上縁(
３９)がヘッドランプ底壁(４０)に沿っているので、ヘッドランプ底壁(４０)に対して下
カバー(３７)を正確に位置決めし、下カバー(３７)の上縁(３９)とヘッドランプ底壁(４
０)との隙間を小さく設定することができ、この隙間から下カバー(３７)内に泥水等が進
入するのを抑制することができる。このため、接合部底壁部分(３８)と下カバー固定手段
(３６)への泥水等の進入抑制機能が高い。
【００２５】
　（請求項１５に係る発明）
　請求項１４に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　接合部底壁部分と下カバー固定手段への雨水の進入を抑制することができる
。
　図２(Ａ)に例示するように、レンズ(４)の前壁(４１)の下半部が前方に突出する凸状湾
曲面とされているため、レンズ(４)が庇となって、降雨を遮り、下カバー(３７)の上縁(
３９)とヘッドランプ底壁(４０)との隙間への降雨の進入を抑制することができる。この
ため、接合部底壁部分(３８)と下カバー固定手段(３６)への雨水の進入を抑制することが
できる。
【００２６】
　（請求項１６に係る発明）
　請求項１から請求項１５に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　機械へのエンジンの搭載が容易になる。
　図２(Ａ)に例示するように、ヘッドランプ(２)と燃料タンク(５)とがヘッドランプ支持
体(１)を介してエンジン(４２)に支持されているので、ヘッドランプ(２)と燃料タンク(
５)とをエンジン(４２)と一体で、農業機械や建設機械に搭載することができ、各種機械
へのエンジン(４２)の搭載が容易になる。
【００２７】
　（請求項１７に係る発明）
　請求項１６に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ヘッドランプと燃料タンクの過熱を抑制することができる。
　図８に例示するように、エンジン(４２)はクランクケース(４３)の後方にシリンダ部(
４４)が配置された横形エンジンで、燃料タンク(５)はクランクケース(４３)の真上に配
置され、ヘッドランプ(２)は燃料タンク(５)の前方に配置されているので、燃料タンク(
５)とヘッドランプ(２)とがシリンダ部(４４)やシリンダヘッド(４６)の熱影響を受けに
くく、ヘッドランプ(２)と燃料タンク(５)の過熱を抑制することができる。
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【００２８】
　（請求項１８に係る発明）
　請求項１７に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　機械へのエンジンの搭載が容易になる。
　図８に例示するように、エンジン(４２)は、シリンダ部(４４)の真上にエンジン冷却水
のラジエータ(４５)を取り付けた水冷エンジンであるため、ヘッドランプ(２)と燃料タン
ク(５)とラジエータ(４５)とをエンジン(４２)と一体で、農業機械や建設機械に搭載する
ことができ、各種機械へのエンジン(４２)の搭載が容易になる。
【００２９】
　（請求項１９に係る発明）
　請求項１７に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　機械へのエンジンの搭載が容易になる。
　図８に例示するように、エンジン(４２)は、シリンダ部(４４)の真上にエンジン冷却水
のホッパー(５９)を取り付けた水冷エンジンであるため、ヘッドランプ(２)と燃料タンク
(５)とホッパー(５９)とをエンジン(４２)と一体で、農業機械や建設機械に搭載すること
ができ、各種機械へのエンジン(４２)の搭載が容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１から図１０は本発明の実施形態に
係るエンジンを説明する図で、この実施形態では、単気筒の水冷横形ディーゼルエンジン
について説明する。
【００３１】
　このエンジンは、ヘッドランプと燃料タンクの支持構造を備えている。
　ヘッドランプと燃料タンクの支持構造の概要は、次の通りである。
　図２(Ａ)に示すように、ヘッドランプ支持体(１)にヘッドランプ(２)が取り付けられ、
ヘッドランプ(２)はランプハウジング(３)の前部にレンズ(４)を取り付けて構成され、こ
のヘッドランプ(２)の後方に燃料タンク(５)が配置され、この燃料タンク(５)から前方に
取付フランジ(６)が突出され、この取付フランジ(６)がヘッドランプ支持体(１)に固定さ
れている。
　ランプハウジング(３)内には光源ランプ(４８)が収容されている。ランプハウジング(
３)の内面は反射面となっている。
【００３２】
　ヘッドランプと燃料タンクの支持構造の工夫は、次の通りである。
　図１(Ａ)、図２(Ａ)(Ｂ)、図３に示すように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との
接合部(７)のうち、ヘッドランプ天井壁(８)に形成された接合部天井壁部分(９)の全部が
、燃料タンク(５)の取付フランジ(６)よりも高い位置に配置されている。図１(Ａ)では、
接合部天井壁部分(９)は太い実線及び太い破線で示されている。
　雨水等がランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)に進入するのを抑制する観
点からは、接合部天井壁部分(９)の全部が、燃料タンク(５)の取付フランジ(６)よりも高
い位置に配置されていることが望ましいが、接合部天井壁部分(９)の一部が、燃料タンク
(５)の取付フランジ(６)よりも高い位置に配置されているものであってもよい。
【００３３】
　燃料タンクの取り付け構造は、次の通りである。
　図１(Ａ)に示すように、ヘッドランプ支持体(１)が枠体(１０)を備え、枠体(１０)が横
向きの上枠部(１１)と立向きの左右の横側枠部(１２)(１２)とを備え、図１(Ａ)、図２(
Ａ)(Ｂ)、図３に示すように、上枠部(１１)にタンク固定手段(１３)で、燃料タンク(５)
の取付フランジ(６)が固定されている。
　タンク固定手段(１３)はボルトである。取付フランジ(６)は、燃料タンク(５)の前周壁
(４９)から前向きに突出している。燃料タンク(５)の天井壁(４７)には給油口(５７)があ
る。
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【００３４】
　ヘッドランプ支持体の構造は、次の通りである。
　図７(Ａ)～(Ｄ)に示すように、ヘッドランプ支持体(１)は、水平な基部(５０)と、この
基部(５０)の前端縁部から上向きに導出した枠体(１０)とで構成されている。図１(Ａ)に
示すように、枠体(１０)には、左右２対のヘッドランプ固定手段(５１)(５１)でヘッドラ
ンプ(２)が固定される。
【００３５】
　ヘッドランプの接合部と枠体との関係は、次の通りである。
　図１(Ａ)に示すように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左
右のヘッドランプ横側壁(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)
の全部が、正面前方から見て、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よ
りも外寄りに配置されている。図１(Ａ)では、接合部横側壁部分(１５)は太い実線で示さ
れている。
　雨水等がランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)に進入するのを抑制する観
点からは、接合部横側壁部分(１５)(１５)の全部が、正面前方から見て、ヘッドランプ支
持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よりも外寄りに配置されているのが望ましいが、
接合部横側壁部分(１５)(１５)の少なくとも上半部が、正面前方から見て、ヘッドランプ
支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よりも外寄りに配置されているものであればよ
い。
【００３６】
　図２(Ａ)に示すように、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左
右のヘッドランプ横側壁(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)
の下半部が、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よりも前寄りに配置
されている。
　雨水等がランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)に進入するのを抑制する観
点からは、左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の全部が、ヘッドランプ支持体(１)の左
右の横側枠部(１２)(１２)よりも前寄りに配置されているのが望ましいが、左右のヘッド
ランプ横側壁(１４)(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)の少なくと
も下半部が、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)よりも前寄りに配置
されているものであればよい。
【００３７】
　図２(Ａ)、図３に示すように、接合部天井壁部分(９)が上枠部(１１)の真上に配置され
、ランプハウジング(３)がヘッドランプ支持体(１)の枠内を貫通している。
　図２(Ａ)に示すように、ヘッドランプ支持体(１)の左右の横側枠部(１２)(１２)は後に
向かって下り傾斜し、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、左右の
ヘッドランプ横側壁(１４)に形成された左右の接合部横側壁部分(１５)(１５)は前に向か
って下り傾斜している。
【００３８】
　ヘッドランプの構成は、次の通りである。
　図２(Ｂ)に示すように、接合部天井壁部分(９)がランプハウジング(３)とレンズ(４)と
の嵌合部(１６)で構成され、この嵌合部(１６)の嵌合隙間(１７)の外側入口(１８)が嵌合
隙間(１７)の前部に形成されている。
　図２(Ｂ)に示すように、嵌合部(１６)がランプハウジング(３)に形成された嵌合溝(２
０)とレンズ(４)に形成された嵌入部分(２２)とからなり、嵌合溝(２０)の溝入口(２３)
が嵌合溝(２０)の前端で開口され、この溝入口(２３)からレンズ(４)の嵌入部分(２２)が
後向きに嵌入されている。
　嵌合隙間(１７)はシール材(５３)で封止されている。
　図２(Ｃ)に示すように、接合部底壁部分(３８)も接合部天井壁部分(９)と同様の構造が
採用されている。図１(Ｂ)(Ｃ)に示すように、接合部横側壁部分(１５)と接合部底壁部分
(３８)も接合部天井壁部分(９)と同様の構造が採用されている。図１(Ａ)(Ｃ)、図４(Ａ)
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(Ｂ)、図５(Ａ)(Ｂ)、図６(Ａ)(Ｂ)に示すように、レンズ(４)は係止部(５４)でランプハ
ウジング(３)に係止されている。
【００３９】
　図２(Ｂ)に示すように、接合部天井壁部分(９)の接合隙間(２４)の外側入口(２５)の後
方で、ヘッドランプ天井壁(８)から上向きに立壁(２６)が設けられ、図４(Ａ)(Ｂ)、図５
(Ａ)、図６(Ａ)(Ｂ)に示すように、この立壁(２６)がヘッドランプ天井壁(８)に沿って横
方向に連続形成されている。
　図４(Ａ)(Ｂ)、図５(Ａ)、図６(Ａ)(Ｂ)に示すように、ヘッドランプ天井壁(８)の左右
の横寄り部分(２７)(２７)がその中央部分(２８)よりも高い位置まで隆起し、接合部天井
壁部分(９)の左右の横寄り部分(２９)(２９)がその中央部分(３０)よりも高く配置され、
隆起したヘッドランプ天井壁(８)の左右の横寄り部分(２７)(２７)の間に立壁(２６)が配
置されている。
　図４(Ａ)(Ｂ)、図５(Ａ)、図６(Ａ)(Ｂ)に示すように、ヘッドランプ天井壁(８)の左右
の横寄り部分(２７)(２７)に立壁(２６)の左右両側が連結されている。
【００４０】
　ヘッドランプと上下カバーとの関係は、次の通りである。
　図２(Ａ)(Ｂ)に示すように、立壁(２６)に上カバー固定手段(３１)で上カバー(３２)が
固定され、この上カバー(３２)で接合部天井壁部分(９)と上カバー固定手段(３１)とがそ
の前方と上方から覆われ、図２(Ａ)(Ｂ)、図５(Ｂ)に示すように、上カバー(３２)の下縁
(３３)がヘッドランプ天井壁(８)に沿っている。
　図２(Ａ)(Ｂ)、図３に示すように、上カバー(３２)の後縁(３４)が燃料タンク(５)の前
面(３５)に沿っている。
　図２(Ａ)(Ｃ)に示すように、ヘッドランプ(２)に下カバー固定手段(３６)で下カバー(
３７)が固定され、ランプハウジング(３)とレンズ(４)との接合部(７)のうち、ヘッドラ
ンプ底壁(４０)に形成された接合部底壁部分(３８)と下カバー固定手段(３６)とがその前
方と下方から下カバー(３７)で覆われ、図２(Ａ)(Ｃ)、図５(Ｂ)に示すように、下カバー
(３７)の上縁(３９)がヘッドランプ底壁(４０)に沿っている。
　図２(Ａ)に示すように、レンズ(４)の前壁(４１)の下半部が前方に突出する凸状湾曲面
とされている。
　図１(Ｂ)(Ｃ)、図３に示すように、上カバー(３２)の下縁(３３)と下カバー(３７)の上
縁(３９)は、係止部(５５)でヘッドランプ(２)に係止されている。
【００４１】
　図２(Ａ)に示すように、ヘッドランプ(２)と燃料タンク(５)とがヘッドランプ支持体(
１)を介してエンジン(４２)に支持されている。
　図２(Ａ)に示すように、ヘッドランプ支持体(１)の基部(５０)がエンジン(４２)のクラ
ンクケース(４３)に固定されている。
　図８に示すように、エンジン(４２)はクランクケース(４３)の後方にシリンダ部(４４)
が配置された横形エンジンで、燃料タンク(５)はクランクケース(４３)の真上に配置され
、ヘッドランプ(２)は燃料タンク(５)の前方に配置されている。
　図８に示すように、エンジン(４２)は、シリンダ部(４４)の真上にエンジン冷却水のラ
ジエータ(４５)を取り付けた水冷エンジンである。
　図８、図９に示すように、燃料タンク(５)の左右両側には、サイドカバー(５６)(５６)
が配置され、このサイドカバー(５６)(５６)はヘッドランプ支持体(１)の横側枠部(１２)
とラジエータ(４５)にサイドカバー固定手段(５８)で固定されている。
【００４２】
　図１０は、本発明の実施形態の変更例で、エンジン冷却水のラジエータ(４５)に代えて
、エンジン冷却水のホッパー(５９)を用いている。すなわち、このエンジン(４２)は、シ
リンダ部(４４)の真上にエンジン冷却水のホッパー(５９)を取り付けた水冷エンジンであ
る。ホッパー(５９)はエンジン冷却水を溜めておくタンクで、ホッパー(５９)内のエンジ
ン冷却水はシリンダ部(４４)の熱を吸収して気化する。他の構造と機能は図８のエンジン
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と同じであり、図１０中、図８のエンジンと同一の要素には同一の符号を付しておく。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施形態に係るエンジンで用いるヘッドランプに上下カバーを取り付け
たものを説明する図で、図１(Ａ)は正面図、図１(Ｂ)は図１(Ａ)のＢ－Ｂ線断面図、図１
(Ｃ)は図１(Ａ)のＣ－Ｃ線断面図である。
【図２】図１のヘッドランプに上下カバーを取り付けたものを説明する図で、図２(Ａ)は
図１(Ａ)のIIＡ－IIＡ線断面図、図２(Ｂ)は図２(Ａ)のＢ矢視部の拡大図、図２(Ｃ)は図
２(Ａ)のＣ矢視部の拡大図である。
【図３】図１(Ａ)のIII－III線断面図である。
【図４】図１のヘッドランプを説明する図で、図４(Ａ)は正面図、図４(Ｂ)は平面図であ
る。
【図５】図１のヘッドランプを説明する図で、図５(Ａ)はヘッドランプ、図５(Ｂ)はヘッ
ドランプに上下カバーを取り付けたものをそれぞれ右前方から見た斜視図である。
【図６】図１のヘッドランプを説明する図で、図６(Ａ)はヘッドランプ、図６(Ｂ)はヘッ
ドランプに上下カバーを取り付けたものをそれぞれ右後方から見た斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係るエンジンで用いるヘッドランプ支持体を説明する図で、
図７(Ａ)は正面図、図７(Ｂ)は図７(Ａ)のＢ－Ｂ線断面図、図７(Ｃ)は図７(Ａ)のＣ－Ｃ
線断面図、図７(Ｄ)は右側面図である。
【図８】本発明の実施形態に係るエンジンの左側面図である。
【図９】図８のエンジンを左前方から見た斜視図である。
【図１０】本発明の実施形態の変更例に係るエンジンの左側面図である。
【符号の説明】
【００４４】
(１) ヘッドランプ支持体
(２) ヘッドランプ
(３) ランプハウジング
(４) レンズ
(５) 燃料タンク
(６) 取付フランジ
(７) 接合部
(８) ヘッドランプ天井壁
(９) 接合部天井壁部分
(１０) 枠体
(１１) 上枠部
(１２) 横側枠部
(１３) タンク固定手段
(１４) ヘッドランプ横側壁
(１５) 接合部横側壁部分
(１６) 嵌合部
(１７) 嵌合隙間
(１８) 外側入口
(２０) 嵌合溝
(２２) 嵌入部分
(２３) 溝入口
(２４) 接合隙間
(２５) 外側入口
(２６) 立壁
(２７) ヘッドランプ天井壁の横寄り部分
(２８) ヘッドランプ天井壁の中央部分
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(２９) 接合部天井壁部分の横寄り部分
(３０) 接合部天井壁部分の中央部分
(３１) 上カバー固定手段
(３２) 上カバー
(３３) 下縁
(３４) 後縁
(３５) 前面
(３６) 下カバー固定手段
(３７) 下カバー
(３８) 接合部底壁部分
(３９) 上縁
(４０) ヘッドランプ底壁
(４１) レンズの前壁
(４２) エンジン
(４３) クランクケース
(４４) シリンダ部
(４５) ラジエータ
(５９) ホッパー

【図１】 【図２】
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